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 難燃剤は，耐火性を高めるための素材として様々な産業で使用され，我々の生活における火災に対する安

全性を向上させている．しかし，難燃剤には有毒な化学物質が含まれており，健康面での被害が懸念されて

いる．そのため，適切なリスク管理が必要となるが，難燃剤が多くの産業にて使われていることを考えると，

規制による産業活動および生活への影響を極力抑えるような方法を検討していくことが重要といえる．本研

究では，難燃剤規制策を導入した場合の費用，便益の分配，波及構造を明らかとするための応用一般均衡

(CGE)モデルを開発し，数値シミュレーションに基づき難燃剤規制のための課徴金制度を評価した． 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 
 
難燃剤は，耐火性を高めるための素材として様々

な産業で使用され，我々の生活において火災による

被害を回避あるいは軽減させている．しかし，難燃

剤には有毒な化学物質が含まれており，健康被害と

いう問題が懸念されている．そのため，適切なリス

ク管理が必要になると考えられるが，上述のとおり，

難燃剤は産業活動や生活を支える多くの製品の素材

に含まれており，その削減においては市場を通じて

社会経済活動へ及ぼされる影響も十分に考慮するこ

とが必要と考えられる． 
 本研究では，難燃剤を対象に，それらに含まれる

微量化学物質のリスク管理対策を導入した際の，社

会経済メカニズムを介した費用，便益の分配，波及

構造を明らかにするためのモデルを構築し，それを

用いて難燃剤規制策を評価・分析することを目的と

する．そのため，まずリスク管理対策を評価するた

めの応用一般均衡(Computable General Equilibrium : 
CGE)モデルの開発を行う．応用一般均衡モデルは，
家計や産業の行う経済活動および市場機構の働きを

数理モデルによって表現したものであり，対策の導

入に伴う各経済主体の化学物質利用の抑制に係わる

行動が把握できる．その結果，対策を通じてどの程

度の化学物質が削減されるのか，さらには，モデル

から定義される等価的偏差 EV の概念を用いること

により，これらの行動が市場経済に及ぼす影響，す

なわち市場経済的不便益も計測でき，リスク管理対

策の評価が可能となる．さらに，ケーススタディに

おいて，難燃剤使用に対する課徴金制度を導入した

場合の化学物質の削減割合と，それによってもたら

される市場経済的不便益を数値計算により明らかと

する． 
 
２２２２．．．．難燃剤難燃剤難燃剤難燃剤におけるにおけるにおけるにおける化学物質化学物質化学物質化学物質利用利用利用利用とととと管理管理管理管理のののの動向動向動向動向 
 
 耐火性を高めるために，プラスチックや繊維など

に難燃剤が用いられている．そして，それらは電気

や運輸，製造産業などの多くの産業において，火災

が生じた際に危険となる箇所に利用され，火災に対

する安全性を高めることにより我々の生活を支えて

いる．しかし，難燃剤に含まれる臭素化合物が，発

ガン性や突発変異誘発要因を含み，また臭素系ダイ

オキシンを発生させるとして健康面では有害である

との懸念がある．そのため，難燃剤の使用を規制し

ていくか，少なくとも健康被害を増大させないよう

な対策を行うことが求められている．ただし，先に

示したように，難燃剤は幅広い分野での産業活動お

よび生活にて利用されており，それらの活動に極力

影響を与えないような難燃剤規制策を見い出すこと

が重要な課題となっている． 
 このような問題意識の下，Macauley, Bowes and 
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Palmer1)では，難燃剤規制策が様々な面から分析され

ている．そこでは，難燃剤を用いた製品について，

製造，使用，廃棄という段階に分け，臭素化合物が

もたらす被害について示されている．まず，製品の

製造段階では，汚染水や空気中に排出される塵とと

もに化学物質が拡散し被害をもたらす．そして，製

品の使用段階では化学物質の毒性は表に出ることは

それほどない．しかし，廃棄段階では，適切な廃棄

がなされない場合に化学物質が拡散し，被害をもた

らすことがあるとなっている． 
さらに，これらの化学物質の規制策についても見

解が述べられている．そこでは，各々の化学物質が

もたらす環境被害や健康被害の実態を細かく把握す

ることが困難であり，そのため特定の化学物質の使

用を法的に規制することが事実上困難であると指摘

されている．したがって，各主体，特に生産者のイ

ンセンティブを利用した間接的な政策を考える必要

がある．その中でも，厳し過ぎる火災規制の見直し

が有効とされている．これにより難燃剤の使用量が

減少するためである．しかし逆に，火災被害のリス

クが増大するためこの点の評価が必要といえる．ま

た，税・課徴金も有効とされている．これは，通常

の環境経済学で言われているように，経済的インセ

ンティブを活用することによって余剰損失を最小と

するように汚染物質が削減できるからである．しか

し，化学物質を対象とする場合には，税・課徴金が

課せられると別の化学物質が代用されることが多く，

実はそちらの化学物質の方が元の化学物質より毒性

が強かったりするために，政策の影響や効果を慎重

に見極める必要があると指摘されている．また，デ

ポジット制については，消費者に責任を負わせるの

ではなく，企業の責任の下で難燃剤を効率的に収集

できるような仕組みが有効であろうとの見解であっ

た．消費者は，どの製品にどの程度の危険な化学物

質が含まれているのかについて正確な情報はわから

ないし，わからせることも困難である．そのため，

消費者に難燃剤を含む製品の分別回収を任せるので

はなく，代わりに企業の責任の下で回収を行い，適

切に処理するシステムが必要であろうとのことであ

った． 
本研究では，これらの中で，まず税・課徴金を取

り上げその評価を試みる．それは，従来の環境経済

学で有効とされていたピグー的課税政策を，化学物

質管理に対しても適用することを考えたものである．

そして，その分析に CGEモデルを利用しようとした
わけであるが，化学物質を対象とする場合，例えば

難燃剤であれば，その製造産業を CGEモデルで独立
的に扱うことが困難であった．そこで，難燃剤が多

く含まれているプラスチック製造部門を政策対象と

することとした．すなわち，ここでの分析では，難

燃剤に含まれる化学物質規制を直接評価できている

わけではなく，プラスチック財の投入や消費に税や

賦課金が課せられることによりその利用が抑制され，

その結果として難燃剤あるいは化学物質使用の削減

される量が把握できることになる．そのため，

Macauley, Bowes and Palmerが指摘している難燃剤に
含まれる化学物質間の代替による影響までは評価で

きていない．しかし，本研究では，プラスチック財

への税・課徴金政策が，当該財の各産業への投入構

造を介して及ぼされる影響が把握可能となっており，

最終的には各主体にもたらされる負担の構造を明確

化することができている．また，ここでは難燃剤の

使用量が削減されることによって懸念される火災被

害リスクの増大についても，産業連関表の火災保険

部門を明示的にモデル化することにより評価できる

よう拡張を行った．続く 3章では，上述の内容を CGE
モデルの構造を説明しながら再度明らかとする．そ

して，4章では，構築した CGEモデルを用いて，難
燃剤規制策の数値計算に基づく実証的評価を試みる． 
 
３３３３．．．．化学物質規制策評価化学物質規制策評価化学物質規制策評価化学物質規制策評価のためののためののためののための CGEモデルモデルモデルモデル 
 

(1)(1)(1)(1)    CGEモデルモデルモデルモデルのののの全体構造全体構造全体構造全体構造 
 CGEモデルは，税制や貿易政策評価の分野で発展
してきたモデルである．これが，Bergman2)や Ballard 
and Medema3)などにより，環境政策評価の分野にも適

用されるようになってきた．また，Muto, Morisugi and 
Ueda4)は，自動車関連の環境政策評価のための CGE
モデルを開発し，各種政策評価を行っている．まず，

それらの研究でも共通的である CGE モデルの一般
的な前提条件およびモデルフレームを示す． 
①家計，産業および政府からなる社会が想定される． 
②産業は，労働と資本および中間投入財(難燃剤を含
む)を投入して生産活動を行う． 

③家計は，労働および資本からなる生産要素を産業

に提供し所得を得る．その所得をもとに，産業で

生産された財・サービスを消費する． 
④モデルには，生産された財市場と労働および資本

からなる生産要素市場とが存在し，それらは完全

競争的である． 
⑤政府は，各種政策を実施する．なお，税・課徴金

政策の場合，財政均衡が前提とされる． 
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具体的な定式化は(3)節以降で示すこととし，次節で
は，具体例を用いて難燃剤規制が市場経済にもたら

す影響を，ここで示した CGEモデルを用いて定性的
な観点から示すとともに，難燃剤規制策を評価する

ために行ったモデルの拡張点を明らかとする．  
(2)(2)(2)(2)    難燃剤規制策評価難燃剤規制策評価難燃剤規制策評価難燃剤規制策評価のためののためののためののための CGEモデルモデルモデルモデル 
 モデル構築にあたり，難燃剤製造産業は，産業連

関表を構成する産業区分における「プラスチック製

品」とした．なお，本モデルでは，一貫してプラス

チック製品に含まれる化学物質量の比率が一定であ

ると考える． 
 図-1 には，難燃剤製造産業が難燃剤を用いて製造
するプラスチック製品が，産業間で取引された結果，

最終的に家計によって消費される様子を例示的に示

した．ここでは，住宅を例にとっている．まず，難

燃剤製造産業によって製造された難燃剤は，家具や

住宅壁製造会社に中間財として投入され，それらを

住宅メーカーが投入し，最終財として住宅を家計が

消費する．こうして，家計は直接難燃剤製造産業か

ら財を購入しない場合でも，住宅購入の際に間接的

に難燃剤を購入することになる．この難燃剤を使用

した住宅の購入によって，耐火性が高められる一方，

人々は健康被害というリスクに直面する．その結果，

政府による難燃剤規制が必要となるわけである． 
続いて，難燃剤規制策を導入した場合を考える．

難燃剤規制は，健康被害を軽減させる便益を発生す

る一方で，規制による難燃剤，厳密にはプラスチッ

ク財の利用費用の増大が，図-1 に示す産業連関構造
を介して市場経済に波及し，最終的に家計が損失を

被ることとなる．この損失が，本研究にて市場経済

的不便益と呼んでいるものである．さらに，難燃剤

規制は，火災被害を増大させる危険性も有する．こ

れについては，CGEモデルにおける火災保険部門を
明示化した上で，その保険支払額が増大するものと 
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図-1 難燃剤規制策実施の影響 

して考慮することとした．すなわち，前提として，

火災保険会社は火災被害額に相当する分を火災保険

によって徴収しているものと考える．難燃剤の規制

に伴い火災被害が増大した場合，火災保険徴収額も

被害の増大分に応じて増額されるものとする．すな

わち，各主体は，火災被害の増大を火災保険支払い

の増大によって負担するものとしてモデルで表現す

ることとした． 
以上より，本 CGEモデルでは，難燃剤規制に伴う
健康被害の軽減，規制がもたらす市場経済的不便益，

そして耐火性低下による火災リスクの増大による損

失という前章でも触れた化学物質規制策の導入に伴

う効果と影響とが把握可能となる． 
 
(3)(3)(3)(3)    CGEモデルモデルモデルモデルのののの定式化定式化定式化定式化 
 続いて，CGEモデルの具体的な定式化を示す． 
a)a)a)a)    産業産業産業産業のののの行動行動行動行動モデルモデルモデルモデル    

産業は，生産要素および中間投入財を投入して，

財・サービスの生産を行う．ここでは，それを二段

階に分けて定式化する．第一段階では，労働と資本

をひとまとまりと見た合成生産要素と中間投入財の

投入量を決定し，第二段階で労働と資本の投入量を

決定する(図-2)．なお，産業は資本投入量に応じて火
災保険をかけているものとする． 
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1 a j

i a j
0
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中間投入量1
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1
中間投入量 i

x j
i

労働投入量 Lj労働投入量 Lj 資本投入量K j資本投入量K j
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0
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図-2 産業の行動モデル 

第一段階の財生産行動では，生産技術に Leontief
型を仮定し，その技術制約下で生産費用を最小化す

るよう行動するものとした．その行動モデルは，以

下のように表される． 

 C c PC p xj PC x j j i j
i

ij j
i

� � ��min
,

 (1a) 

 s. t. y
PC
a

x
aj

j

j

j
i

j
i�

�

�
�
�

�

�
�
�

min , ,0 � �  (1b) 

ただし， j：産業部門を表す添字， c j ：合成生産要

素の単位費用(価格)， PCj：生産容量(合成生産要素
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投入量)， ip ：財 iの価格， x j
i ：産業 iから jへの中

間財投入量(難燃剤を含む)， y j：生産量， a j
0：生産

容量比率， a j
i ：中間投入係数，Cj：生産費用． 

 式(1)の最適化問題を解くと，生産容量と中間投入
財の最適投入量が得られる． 

 PC a yj j j�
0  (2a) 

 x a yj
i

j
i

j�  (2b) 

これらを式(1)の目的関数に代入すると，生産費用関
数が得られる． 

 C a c a p yj j j j
i

i
i

j� �
�

�
�

�

�
��

0  (3) 

 続く第二段階では，労働と資本の投入量を決定す

る．ここでは，生産容量関数に Cobb-Douglas型技術
を仮定し，その技術制約下で生産要素費用が最小と

なるよう行動するものとした．なお，各産業が資本

投入量に応じて支払う火災保険料は，資本投入額を

ベースとした火災保険料率によって決定されるもの

とする．その行動モデルは以下のとおりである． 

 � � jKjjLKLj KpLpc
jj

���� 1min
,

 (4a) 

 s.t. PC L Kj j j j
j
L

j
K

� ��
� � 1 (4b) 

ただし， Lj：労働投入量， K j：資本投入量， pL：

賃金率， pK：利子率， j� ：火災保険料率，�：効率

パラメータ， � �j
L

j
K, ：分配パラメータ(ただし，

� �j
L

j
K

� � 1として規模に関して収穫一定の技術を
持つものとした)． 

 なお，ここで導入した保険料率は基本的に固定と

して扱う．ただし，難燃剤規制に伴い火災被害が増

大した場合には，その増大額を保険料収入で賄うよ

うに保険料率を増大させるものとする． 

 式(4)では，生産技術制約において 1�jPC として最

適化問題を解くことにより，単位生産容量あたりの

生産要素投入量 D DL Kj j
, が得られる． 

 労働投入：
� �

K
j

j
L

K
j

Kj
L
j

j
L p

p
D

�

�

��

� �
�
�

�

�
�
�

� ��
	

11  (5a) 

 資本投入：
� �

L
j

j

Kj
L
j

L
K
j

j
K

p

p
D

�

��

�

� �
�

�

�

�
�

�

�

��
	

1

1  (5b) 

これらを式(4)の目的関数に代入すると，単位合成生
産要素費用 jc すなわち jPC の価格が得られる． 

 � �� �
K
j

L
j

L
j

K
j

KjLL
j

K
j

K
j

L
j

j
j ppc ��

��

�
�

�

�

�

�
�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�

	




�
�

�


�

�
�

	




�
�

�


� 11  (6) 

b)b)b)b)    財価格財価格財価格財価格のののの導出導出導出導出    

財 jの価格は，産業のゼロ利潤条件より導出され

る．まず，式(6)を式(3)に代入すると，産業 jの生産

費用が以下のように得られる． 

 � �� � j
i

i
i
jKjLjjj ypappcaC �

�

�
�
�

�
��	 ��1,0  (7) 

ここで，政策対象産業の生産する財への税・課徴

金を，生産要素費用 jc を支払いのベースとしてモデ

ルに導入する．この結果，税・課徴金を含む生産費

用は以下のようになる． 

 � �� � � � j
i

i
i
jjKjLjjj ypappcaC �

�

�
�
�

�
����	 ��� 11,0  (8) 

ただし， � j：税率． 
 産業 jの利潤は，産業の生産費用が式(8)で表され

ることを考慮すると以下のようになる． 

� �� � � � j
i

i
i
jjKjLjjjjj ypappcayp �

�

�
�
�

�
����	
 ���� 11,0  

  (9) 

ただし，� j：産業 jの利潤． 
 式(9)は， y j に関して線形である．よって，利潤ゼ

ロにおいて市場均衡解が存在し，ゼロ利潤を満たす

ために必要な財 jの価格が式(10)で与えられる． 

 � �� � � � ������

i
i

i
jjKjLjjj pappcap �� 11,0  (10) 

式(10)を整理して p jについて行列表記すると，以下

のように財価格ベクトルが得られる． 

 � �� � � � �
�p c I A  1  (11) 

ただし，p：財価格ベクトル，c：税・課徴金，火災
保険料込みの合成生産要素の単位費用と生産容量比

率との積ベクトル， I：単位行列，A：中間投入係
数行列，’：ベクトルの転置． 
 なお，式(11)は，産業連関分析における産出価格分
析で用いられるモデルと同様の形であり，政策が産

業構造を通じて及ぼす影響が，本モデルでも把握可

能であることがわかる． 
c)c)c)c)    家計家計家計家計のののの行動行動行動行動モデルモデルモデルモデル    

 家計は，労働と資本からなる生産要素を産業に提

供し所得を得る．その所得制約下で，効用を最大化

するように，産業の生産する財・サービスの消費量

を決定する．なお，労働については，総利用可能時

間から余暇時間を差し引いて求めており，内生的に

決定される構造となっている．本モデルでは，多数

の財を効率的に扱うため，消費行動を階層的にモデ 
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第三段階
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X：合成財消費
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資本ストック蓄積)
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[洗浄剤・難燃剤含む]

l：余暇消費l：余暇消費

 
図-3 家計行動モデルの概要 

ル化することとした(図-3)．なお，このモデル化は，
Shoven and Whalley5)，市岡 6)と同様である．まず，第

一段階では，当該期の消費量 H と貯蓄CFとを決定し，

第二段階では，当該期の消費について合成財消費量

X ，余暇消費量 Sを決定し，第三段階では，合成財
消費について産業別財消費量 x jを決定する．なお，

家計も産業と同様に火災のリスクに直面しており，

それに対し火災保険をかけて対処しているとする．

家計の保険料率は保有資産をベースに算定されるも

のとする． 
 第一段階から第三段階までの家計の財消費行動モ

デルは，いずれも通常の効用最大化問題として定式

化される．すなわち，以下のような形となる． 

 � �V U xl

x

l
j
l

j
l

� max  (12a) 

 s.t. p x Mj
l

j
l

j

l
� �  (12b) 

ただし， l：消費の各段階を表す添字， j：財を表す
添字，U l：直接効用関数， x j

l ：財消費量， pj
l ：財

価格， M l：所得，V l：効用水準． 
 この基本的な効用最大化問題に対し，図-3 で示し
た家計の各段階の財消費行動を対応づけ，具体的な

式を示したものが表-1である．ここでは，第一段階，
第二段階の効用関数を CES型にて，第三段階の効用
関数を Cobb-Douglas型にて特定化した．さらに，式
(12)を解いて得られる最適消費量について，その具体
形を示した． 
難燃剤規制策を評価するにあたり，表-1 の第一段
階では，火災保険料支払いと難燃剤利用に伴う化学

物質被害を考慮した．火災保険については，保有資

産をベースとする保険料率 H� によって保険料支払

いが算定されるものとした．この保険料率は，産業

の場合と同様，難燃剤規制に伴い火災被害のリスク 

表-1 家計の財消費行動モデルの定式化 
 効用最大化問題 各財消費量 

� �
�
�

�

�

�
�

�

�
�

�
	



�
�


��� FRFHHCH
PCHV

F

���
�

�

�

�

�

11
1

1
1

1
11

,
1max  

� �� � � �11s.t. MKppCpHp HSKLFFH ������ �  

 

当該消費量： H M
p

H

H

�

�
�

1

1
1�

 

貯蓄量：
� �C

M
pF

H

F

�

�1 1

1
1

�
�

�
 

ただし， � � � � � �� 1
1 11 11� � �
� �

� �
� �

H H H Fp p  

 

第一段階 

( l � 1) 

pH：当該消費財価格， pF：貯蓄価格，�：総利用可能時間， SK ：資本保有量， H� ：保険料率，M 1：

総所得， �H ：分配パラメータ，� l：代替弾力性，� l ： � �� �� �l l1 ，V ：効用水準， FRP ：難燃剤の利

用に伴い生じた化学物質の蓄積量，� ：化学物質による健康被害を規定するパラメータ． 

 max 22
2

2
2

1
11

,

�
�

�

�

� �� ��

�
��

�
�� SXH SXSX

 

2s.t. MSpXp LX ��  

 

合成財消費量：   余暇消費量： 

X M

p
X

X

�
�

�

2

2
�

�
   S M

p
S

L

�

�
�

2

2
�

�
 

ただし，
� � � �22 11

2
��

��
�

�
��

�� LSXX pp  

 

第二段階 

( l � 2 ) 

p X ：合成財価格， M 2： � �M p CF F
1 * * ， SX �� , ：分配パラメータ，H：当該期の消費から享受する効用

水準(=当該消費量)． 

��

j
jTx

j

Fj
xX �

,
max  ( j：洗浄剤･難燃剤含む) 

3s.t. Mxp
j

jj ��   

個別財 jの消費量： x
p

Mj
j

j

�

� 3  
 

第三段階 

( l � 3 ) 

pj �：財価格， M 3： **2 SpM L�� ， j� ：分配パラメータ， X ：合成財消費から享受する効用水準(=合成

財消費量)． 



 6

表-2 家計の効用水準および財価格の導出 

 効用水準 財価格 
第一段階 

( l � 1 ) � � FRPMV �� � ��� �1
1

1
1

1  現在消費価格： � �pH �
�� 2

1
1 2�  

第二段階 
( l � 2 ) � �H M� �

�

2
2

1
12� �   合成財価格： � �

�

�

�

�
�

�

�
�

j j

j
X

jp
p

�

�
 

第三段階 
( l � 3 ) � �

�

�

�

�
�

�

�
��

j j

j
j

p
MX

�

�3   

 
が増大した場合には上昇させられる． 
 また，難燃剤が規制されることによる健康被害の

軽減については，直接，効用関数の中に難燃剤に含

まれる化学物質の蓄積量を外部不経済として導入し

考慮することとした 7), 8)．なお，化学物質の蓄積量の

増加は健康被害を増大させるため効用を低下させる

と考えられる．よって， 

 
� �

0�
�

�

FR

FR

P
PU  (13) 

が成立するものとする．なお，表-1 のように FRP を

効用関数に線形として導入することにより， FRP の変

化に対し消費構造を変えることなく，単純に効用の

低下としてのみの影響が把握可能となっている． 
 ここで，化学物質の蓄積量はストックの概念で定

義する 9)．本モデルは静学モデルであるが，厳密に

モデル化しようと考えたものである．化学物質の蓄

積量 FRP は以下のように求められる． 

 FREFRFR yPP ���
�1  (14) 

ただし，
1�

FRP ：1 期前の化学物質蓄積量， FRy ：難

燃剤製造産業の生産量， E� ：難燃剤内の化学物質含

有率(対難燃剤生産量)． 
以上の定式化から，難燃剤規制によりその生産量

FRy が減少したとすれば，化学物質蓄積量 FRP も減少

する．そして， � � 0��� FRFR PPU より FRP が減少すれ

ば健康被害が軽減するため効用が上昇することが表

現される．ただし，これらを実際に数値計算に取り

入れて評価することはデータの制約上困難であった．

そのため，後述の数値シミュレーションでは具体的

な数値化までは行わず，化学物質の削減率を求める

にとどまっている．これらは今後の課題としたい． 
続いて，表-1 で得られた最適財消費を各段階の目

的関数に代入する．これより，各段階での最適消費

水準(=効用水準)が得られる． 

 � �V V p Ml l
j
l l

� ,  (15) 

なお，式(13)の結果とその上位段階の所得制約式を用

いると，式(14)のように上位段階の財価格がすぐ下の
段階の財価格の関数として導出される． 

 � �p p pi
l

j
l

j
l

�
�1  (16) 

 以上によって，効用水準と各段階の財価格を求め

た結果を示したものが表-2 である．このような形で
上位段階の価格変数を，その下位で現れる価格変数

によって適正な関係づけを行うことにより，図-3 お
よび表-1 にて示した階層化された効用最大化行動が，
消費行動全体の効用最大化行動と整合的となる．    

d)d)d)d)    火災保険会社火災保険会社火災保険会社火災保険会社のののの行動行動行動行動モデルモデルモデルモデル    

火災保険会社は，産業と家計から集めた火災保険

料収入を，保険金支払いと，保健サービスの提供の

ための生産要素と中間財の購入支払いに充てる．な

お，保険料収入の各生産要素，中間財への配分は，

配分比率が同じであるとし，これより各生産要素と

中間財の購入量が以下のように決定される． 

 中間投入財投入量：
j

I
I
jI

j p
ya

x �  (17a) 

 労働投入量：
L

I
I
LI

I p
yaL �

0

�  (17b) 

 資本投入量：
K

I
I
KI

I p
yaK �

0

�  (17c) 

ただし， Iy ：火災保険会社の保険料収入額，
I
jx , IL , IK ：火災保険会社の中間財購入量，労働投入

量，資本購入量， pL , pK：賃金率，利子率，
I
ja ：火

災保険会社が購入する中間財の購入比率， L
IIa �,0  

K
I� ：生産容量比率，労働，資本の購入比率，ただし，

10
��� Ij

I
j aa ， 1��

K
I

L
I �� を満たすものとする． 

 以上の定式化より，火災保険会社は，保険料収入

を固定比率によって，各生産要素と中間財に配分す

るモデルとなっていることがわかる． 
 火災保険会社の保険料収入額 Iy は，産業と家計か
ら集めた火災保険料収入の合計として表されるので，

以下の収支バランス式が成立する． 
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 � �� � HSKI
K

I
I
KI

j
jjjjI Kpy

p
aycay �

��
� ������

0
0  (18) 

これを Iy について解くことにより，保険料収入額が
求められる． 

 
� �� �

K

I
I
KI

HSK
j

jjjj

I

p
a

Kpyca
y

��

��

0

0

1�

��

�

�
 (19) 

これを式(17)に代入することにより，火災保険会社の
生産要素投入量および中間財投入量が求められる． 
e)e)e)e)    政府政府政府政府のののの行動行動行動行動モデルモデルモデルモデル    

 政策として課徴金を考える場合，政府は難燃剤の

消費に対し課徴金を賦課する．このとき，その収入

は一般財源化されて政府消費に充てられるとし，そ

の政府消費によって政府サービスが提供されるもの

とする．この政府消費の財への支出割合を一定とす

ると，政府の財 jの消費量 x j
Gは以下のようになる． 

 
j

T
jG

j p
x

�
�
�

 (20) 

ただし，� j：政府の消費支出割合，�
T：課徴金収

入額． 
なお，�

Tは式(10)から以下のように導ける． 

 � �� �� ��
�

�����
�����

j
jjjKLjj

T yppca ��1,0  (21) 

ただし， �
�j ：課徴金率． 

 以上の政府消費によって提供される政府サービス

に伴う家計の効用増分を計測する必要がある．しか

し，ここでは簡単化のため，政府消費に充てられた

費用分だけ効用が増大するものと仮定した．すなわ

ち， T
� 分の収入による政府サービスの提供は， T

�

の所得増に相当する便益を生むと考える． 
f)f)f)f)    輸入輸入輸入輸入・・・・輸出輸出輸出輸出のののの扱扱扱扱いいいい    

 本モデルでは，輸入を国内需要に比例するものと

して内生的に扱う．ただし，輸出は固定とする．国

内需要とは，中間財需要と最終需要からなり，それ

らの合計に輸入係数(固定)を乗じることにより輸入
量を求める． 

 � �xyAmM ��  (22) 

ただし，M：輸入量ベクトル，m：輸入係数を対角
化した行列， y：生産量ベクトル，A：中間投入係
数行列， x：国内最終需要ベクトル． 
 国内最終需要は，家計消費量 jx ，政府消費量 G

jx か

らなる． 
g)g)g)g)    市場均衡条件市場均衡条件市場均衡条件市場均衡条件    

 本モデルで考慮される市場は，財市場と生産要素

市場である．財市場は，中間財需要量と国内最終需

要量，輸出量の合計から輸入量を差し引いたものが，

財の生産量と等しくなるとの均衡条件式として表さ

れる． 

 財市場： � � � �xyAmExyAy �����  (23a) 

ただし，E：輸出量ベクトル． 
 生産要素市場に関しては，直接的に生産要素需要

と供給とが等しいという条件式により表される． 

 労働市場： S
j

j LL ��  (23b) 

 資本市場： K Kj
j

S� �  (23c) 

ただし， L Kj j, ：労働，資本需要， L KS S, ：労働，

資本供給． 
このうち，労働，資本需要は，以下のように求め

られる． 

 L a y Dj j j L j
�

0
，

L

I
I
LI

I p
yaL �

0

�  (24a) 

 K a y Dj j j K j
�

0
，

K

I
I
KI

I p
yaK �

0

�  (24b) 

なお，DLj
, DK j
は式(5)，y jは式(23a)より求められる．

式(23)を解くことにより，賃金率 pLと利子率 pK が内

生的に決定される．これにより，式(12)で定式化した
家計所得も内生的に決定される構造となっている． 
また，火災保険会社の生産要素需要量は，既に式

(17)にて導出している． 
労働供給は以下のとおり，総利用可能時間から表

-1の余暇時間を差し引くことにより求められる． 

 *SLS ���  (25) 

一方，資本供給は以下のように，資本減耗を考え

た上で，表-1 から得られる貯蓄分を加えて求められ
る．ただし，資本供給は静学分析の場合は固定的に

扱われる． 

 � � 11 1 ��

���� SKSS KKK �  (26) 

ただし，
1�

SK ：1期前の資本ストック，�K ：資本減

耗率． 
 
(4)(4)(4)(4)    政策導入政策導入政策導入政策導入にににに伴伴伴伴うううう市場経済的不便益市場経済的不便益市場経済的不便益市場経済的不便益のののの定義定義定義定義 
 難燃剤規制策の導入が市場経済に与える影響は，

家計効用の変化分を等価的偏差(Equivalent Variation : 
EV)の概念を用いて計量化することとした．なお，数
値シミュレーションは静学分析の範囲であるため，  
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表-3 パラメータ設定の結果 
生産関数生産関数生産関数生産関数パラメータパラメータパラメータパラメータ 家計効用関数家計効用関数家計効用関数家計効用関数パラメータパラメータパラメータパラメータ

効率ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 労働 資本 付加価値係数 ●第一段階 1.113 ●第 パラメータ 輸入係数
1 農林水産業 2.37 0.2236 0.7764 0.5597 家計貯蓄 0.193 0.0057 0.5828
2 鉱業　 90.40 0.5808 0.4192 0.4792 現在消費 0.807 -0.0196 38,670

3 食料品　　 166.86 0.6466 0.3534 0.3487 0.0824 0.1627
4 繊維製品 738.04 0.8165 0.1835 0.3626 ●第二段階 0.8 0.0143 0.3918
5 パルプ・紙・木製品 285.50 0.7061 0.2939 0.3367 合成財 0.7090 -0.0030 1.9197
6A 洗剤 140.49 0.6280 0.3720 0.2974 余暇 0.2910 0.0008 0.1194
6B 化学製品 73.74 0.5593 0.4407 0.3148 0.0015 0.8335
7 石油・石炭製品 61.82 0.5409 0.4591 0.4972 0.0060 0.3877
8 窯業・土石製品 283.36 0.7052 0.2948 0.4124 0.0003 0.8032
9 鉄鋼 420.95 0.7503 0.2497 0.2711 0.0000 0.0000
10 非鉄金属 348.60 0.7287 0.2713 0.2918 総利用可能時間 263,785 -0.0055 11.6068
11 金属製品 548.22 0.7810 0.2190 0.4210 資本ストック 932,235,000 0.0006 0.6468
12 一般機械 338.09 0.7252 0.2748 0.3632 資本減耗率 0.09734 -0.0035 13.9528
13 電気機械 388.10 0.7409 0.2591 0.3228 0.0068 0.7068
14 輸送機械 825.01 0.8300 0.1700 0.2302 0.0152 0.2701
15 精密機械 881.17 0.8381 0.1619 0.3772 0.0008 0.7403
16A 難燃剤 996.13 0.8533 0.1467 0.3313 0.0012 0.3643
16B その他の製造工業製品 363.48 0.7334 0.2666 0.4195 0.0109 0.4282
17 建設 1486.94 0.9047 0.0953 0.4419 0.0000 0.0000
18 電力・ガス・熱供給 19.74 0.4249 0.5751 0.5221 0.0190 0.0002
19 水道・廃棄物処理 489.90 0.7679 0.2321 0.6467 0.0115 0.0002
20 商業 731.48 0.8154 0.1846 0.6844 0.1691 0.0031
21 金融・保険 269.72 0.6997 0.3003 0.6511 0.0228 0.1314
22 不動産 0.46 0.0811 0.9189 0.8668 0.1797 0.0001
23 運輸 1020.11 0.8562 0.1438 0.4804 0.0407 0.1714
24 通信・放送 485.55 0.7668 0.2332 0.6660 0.0171 0.0145
25 公務 2754.13 1.0000 0.0000 0.6707 0.0865 0.0000
26 教育・研究 2683.66 0.9932 0.0068 0.7711 0.0761 0.0014
27 医療・保健・社会保障 1311.94 0.8883 0.1117 0.5590 0.1171 0.0000
28 その他の公共サービス 2199.31 0.9597 0.0403 0.6190 0.0117 0.0111
29 対事業所サービス 533.28 0.7778 0.2222 0.5601 0.0086 0.3798
30 対個人サービス 260.07 0.6956 0.3044 0.5508 0.1269 0.0692
31 事務用品 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 分類不明 0.38 0.0661 0.9339 0.5202 -0.0018 23.1218

EV は第一段階の効用水準を用いて定義することと
した．すなわち，EVは以下を満たすこととなる． 

 � � � �AA
F

A
H

BB
F

B
H MppVEVMppV 11 ,,,, ��  (27) 

ただし，添字 A B, ：政策の有無を表す( A：有， B：

無)．  
tV は表-2 にて具体的な形が導出されており，それ

より式展開すると最終的に EV は以下のようになる． 

 
� � � �

� �
T

B

BBAA MMEV ��

�

���
�

�

��

1
1

1

11
1

1
11

1

1

1

11

�

��

 (28) 

ただし， T
� ：政府の課徴金収入． 

 政府の課徴金収入を便益に加えたのは，当該収入

が政府サービスの供給に充てられ，その際の家計効

用の上昇を課徴金収入額と一致するとしたためであ

る． 
  
４４４４．．．．難燃剤規制策難燃剤規制策難燃剤規制策難燃剤規制策によるによるによるによる市場経済的不便益市場経済的不便益市場経済的不便益市場経済的不便益のののの    

計測計測計測計測 
 
(1)(1)(1)(1)    パラメータパラメータパラメータパラメータ設定設定設定設定 
 CGEモデルにより数値シミュレーションを行うに
あたり，各関数のパラメータを設定する必要がある．

ここでは，CGEモデルのパラメータ推定に通常用い
られるキャリブレーション手法によりパラメータを

設定した．キャリブレーション手法とは，基準年デ

ータセットを作成した上で，それを厳密に再現する

ようにパラメータを決定する方法である． 
 本研究では，1995年を基準年とし，「平成7年(1995
年)産業連関表」10)の大分類表(32 部門表)をデータセ
ットとして用いた．ただし，その中で「プラスチッ

ク」部門を分離するという加工を行っている 11)．こ

れが難燃剤製造産業に相当するものである． 
 キャリブレーション手法により求めた各関数のパ

ラメータの設定結果を表-3に示す． 
 
(2)(2)(2)(2)    政策政策政策政策のののの設定設定設定設定 
 難燃剤規制のための政策として，難燃剤製造産業

が生産する財に対する課徴金を通じて，化学物質を

削減する政策を考える．具体的には，課徴金率を 5%
刻みで 30%まで上昇させた場合の，化学物質排出の
削減率と市場経済不便益の計測および産業別の財価

格，家計消費量，生産量の変化を明らかとする．な

お，当該政策によって難燃剤が削減されることによ

る火災被害の増大への懸念に対しては，火災保険料

率が上昇させられるものとした．ただし，難燃剤の

削減量がどの程度の火災被害の増大につながるのか

を具体的に把握することが困難であったため，ここ

では，難燃剤の削減割合と同じ率で火災被害が増大

するものと仮定し，その火災被害増大分が賄えるよ

うに火災保険料率を設定した．また，化学物質の使

用に伴う健康被害については，データの制約上考慮

できていない．ここでは，図-4，5 のとおり難燃剤，
厳密にはプラスチック財への課税率に対する当該財

の削減率と，市場経済的不便益を計算したものであ
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る．なお，図-4 ではプラスチック財に含まれる難燃
剤の率が一定として，プラスチック財の削減率を難

燃剤の削減率として示した．また，図-5では，EVか
ら計算される不便益額と課税による税収額および火

災保険料支払いの増大額についても参考までに示し

ている．これにより，課税政策による化学物質削減

の便益までは計測できていないものの，政策が社会

経済へ及ぼす不便益について，本モデルから計測し

たものである． 
 この結果より，10％の課税に対しては，1.2％ほど
難燃剤が削減されるものの市場経済的な不便益が約

4 兆円にのぼる結果となった．また，このとき火災
保険料支払いの増大額は，3,000億円程度であり，そ
れほど大きな額とはなっていない．これは，本シミ

ュレーションにおいて，難燃剤削減と火災被害の増

大との関係を仮想的に設定したことを意識しておく

必要があるものの，難燃剤規制が火災被害の増大を

もたらす以上に，課税に伴う市場の歪みが大きいと

の結果であると考えられる 12)．ただし，市場経済的

不便益もあくまでプラスチック財への課税に伴うも

のであり，化学物質規制を考えた場合には，本結果

は過大評価となっている可能性がある． 
次に，難燃剤への課税策が，各産業にどのような

影響をもたらすのかを示す．図-6 には，産業別の財
価格，家計消費量，生産量の政策有無に対する変化

率を示した．これを見ると，財価格の変化において

は，「電気機械，輸送機械，精密機械，その他製造工

業製品」部門の価格上昇が大きい．また，生産量へ

の影響は，「電気機械，輸送機械，精密機械」に加え，

「鉱業，非鉄金属」部門での低下が顕著である．な

お，「公務，教育・研究，医療・保健・社会保障」部

門で生産量が増大しているのは，課税に伴う税収に

よりこれらの部門で政府消費が増大したためと考え

られる． 
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図-4 難燃剤課徴金率に対する削減率 
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図-5 難燃剤規制策に対する市場経済的不便益 
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図-6 難燃剤課徴金政策の実施に伴う財価格，家計消費量，生産量の変化率 
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５５５５．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに 
 
 本研究では，化学汚染物質の中の難燃剤を取り上

げ，その規制策を導入した際の影響を評価するため

に，CGEモデルに基づく分析手法を開発した．本研
究で構築した CGEモデルは，難燃剤規制に伴う火災
被害の増大の懸念も評価に組み入れるために，火災

保険部門を明示化している点に特徴がある．そして，

本 CGEモデルを用いて，難燃剤に対する課徴金を導
入した場合の影響を，数値シミュレーションによっ

て評価した．その結果，難燃剤の規制に伴い，その

利用費用の増大が市場経済を通じて生じさせる損失

すなわち市場経済的不便益がかなり大きくなる可能

性のあることを指摘した． 
 しかし，本研究では残された課題も多い．まず，

本モデルでは厳密に化学物質を扱わず，プラスチッ

ク財に代替させモデル化した点である．これにより，

ここでの数値計算では，プラスチック財の削減によ

る化学物質の削減という形での評価となってしまっ

ている．さらに，化学物質の削減量も，プラスチッ

クに含まれる化学物質量が一定であるとの厳しい仮

定を置いている．これらの仮定を改善するように，

モデルをさらに細かくしていく必要がある．また，

化学物質による健康・環境被害について，数値計算

では考慮できていない点も問題と言える．どこまで，

化学物質を削減すればよいのかの判断が困難な現状

を考えれば，化学物質の被害についても明確に数値

化を行い，その上で本研究で明らかとした市場経済

的な不便益との比較から，最適な化学物質の削減割

合を求めるような枠組みの構築を行いたいと考えて

いる． 
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Evaluating the Regulation Policy of Flame Retardants 
with Computable General Equilibrium Analysis 

 
 

Shinichi MUTO, Akihiro TOKAI, Akiyoshi TAKAGI and Syunsuke KAWAI 

 
The Flame Retardants (FRs) are used as additives to reduce the flammability by many industries, and 
support our activities. However, the many FRs have toxic chemicals, and they may pose health harm. 
Therefore the regulating the FRs is important matter, but it needs to be thought the one which is reduce the 
impacts to industrial or living activities as possible as. In this paper, we build the CGE model to clarify the 
distribution or spread mechanism of costs and benefits when introducing the regulation of FRs., and 
evaluate actually them through the numerical simulation. 

 


